
町からのお知らせ ５月中間号 －4－ 

ＮＨＫ ＢＳプレミアム 
「にっぽん縦断 こころ旅」お便り募集 

誰かにそっと教えたい「忘れられない風景」が記された一通

の手紙。「にっぽん縦断 こころ旅」は、旅人である俳優・火

野正平さんが、そんな手紙をもとに地元の皆さんとふれあいな

がら自転車で旅を続ける番組です。 

 番組では、興部町内の忘れられない風景や景色を、エピソー

ドと共に紹介してくれる手紙を募集中です。こころに残る「何

気ない風景」「思い出の風景」「忘れられない風景」「みんなに

伝えたい風景」など、皆さまのこころの風景とエピソードをお

待ちしています！ 

応募方法など詳しくは、番組ホームページ（http://www. 

nhk.or.jp/kokorotabi/）をご覧になるか、ＮＨＫふれあいセ

ンター℡0570‐066‐066（ナビダイヤル）または℡050

‐3786‐5000 にお尋ねください。 

応募締切…６月２０日（金）必着 

北海道が舞台の番組放送予定…７月 9 日（月）～２９日（日） 

放送時間…月～金曜日＝午前７時４５分～８時 

     土・日曜日＝午前１１時～１１時５９分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山菜採りによる事故を防ぐために  

慣れた山でも、山菜採りに無我夢中になると「隠れた危険」

があります。 

次のことに心掛けて、山菜採りを楽しんでください。 

山菜採りの心構え５か条 

１ 家族等に行き先と帰宅時間を知らせましょう 
   「自分だけの秘密の場所だから」では、万が一の場合、捜

索が遅れることになります。行き先、帰宅時間等を必ず家族

等に知らせてから出かけましょう。 

２ 単独での入山を避け、二人以上で声を掛け合い位置を

確認する。 
   万が一迷ったら、一人では救助を求めることもできません。 

  二人以上で入り、たえず声を掛け合い、お互いの位置を確 

認しあうことが大切です。 

３ 服装は目立つ色にしましょう 
   赤や黄色、蛍光色の服装がよく目立ち、万が一の場合には、

救助隊やヘリコプターから発見されやすくなります。また、

ヘリコプターへの合図は、タオル、手ぬぐいを振ったり、鏡

の反射光も有効です。 

４ 携帯電話や非常食、熊除けのための鈴やラジオ等を携

行しましょう 
  鈴や笛、ラジオ等の音の出るものは、熊除けや自分の位置

を知らせるのに役立ちます。アメ玉やチョコレート、ビスケ

ットなどは非常食になります。 

 また、非常の場合の連絡用として、携帯電話を持ちましょう。 

５ 迷ったときには無理をせず、落ち着いて行動しましょ

う 
   迷ったときは、むやみに歩き回らず、体力の消耗を抑え、

落ち着いて捜索隊を待つなど、慎重な行動が必要です。万が

一の場合、家族などから捜索願が出されて捜索隊が救出に向

かいますので、発見されやすい視界の開けた場所、野宿に適

した場所を早めに探すことが大切です。 

ヒグマに注意！ 

○ 山に入る前には、地元の人に聞くなど、熊の出没情報に気を

つけましょう。 

○ 「熊の出没注意」の看板のある場所には入らないようにしま

しょう。 

○ ヒグマに人の存在を早めに知らせるため、鈴やラジオで音を

立てるなどの工夫をしましょう。 

○ ヒグマの足跡や糞を見たときには、すぐ引き返しましょう。 

不法投棄は絶対にダメ！  

町内において不法投棄が見受けられます。場所は主に以下の

場所です。 

通報してくださった方は、ウォーキング、山菜採り等をされ

て町の自然を満喫されている方達です。中には、ウォーキング

等されながらごみ拾いをしてくれている方もいます。 

心無い一部の人の行為で自然が汚されてしまいます。不法投

棄がないきれいな町にしましょう！ 

① 興部小学校から春日町方面に向かう町道から牧草畑の広

範囲 

この区間は、小さな買い物袋のごみや空き缶等が不法投棄さ

れています。（ウォーキングされている方からの通報） 

② 富丘の山間部の町道法面 

ここに不法投棄されていたごみは、ＴＶ（１台）・アコーデ

ィオンピアノ（１台）・スキー（３台）等のごみとなります。

（山菜採りに入った方からの通報） 

③ 住吉から富丘への町道 

生活系（一般・生ごみ）のごみが不法投棄されています。（付

近の住民の方からの通報） 

④ 宇津 二興橋 河川敷地付近の脇道 

生活系（一般）のごみが不法投棄されています。（河川等パ

トロール中に発見通報） 

⑤ 宇津パンケ地区 

生活系のごみ約６０個（４５Ｌ袋）が不法投棄されていまし

たが、警察と協力し、不法投棄した人を断定しました。（除

雪作業の方からの通報） 

①～⑤以外にもありますが、町は不法投棄パトロールを重点的

に行います。 

重要 不法投棄は犯罪です。⑤のように町は積極的に警察へ通 

報します。 

不法投棄とは、決められた場所以外に廃棄物を捨てることを

言います。 

５年以下の懲役 １，０００万円以下の罰金、又はこの併科

（同時に二つ以上の刑を科すること）。 

さらに、法人の場合、３億円以下の罰金となります。 

不法投棄を見つけた方は、興部警察署

（℡８２‐２１１０）又は、役場住民

課 住民環境係 環境衛生業務担当

（℡８２‐２１３１内線２３２）まで

連絡をお願いします。 

 

 




